
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
五
号

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
と
す
る
。

（
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
前
に
お
け
る
書
面
の
交
付
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
預
託
等
取
引
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
商
品
の
種
類
及
び
価
額
又
は
施
設
利
用
権
の
内
容
及
び
価
額

三
　
商
品
の
預
託
を
受
け
る
期
間
又
は
施
設
利
用
権
を
管
理
す
る
期
間

四
　
商
品
を
返
還
し
、
若
し
く
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
金
銭
そ
の
他
物
品
を
給
付
す
る
方
法

五
　
商
品
を
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
給
付
す
る
金
銭
の
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

六
　
商
品
を
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
給
付
す
る
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
物
品
の
種
類
及
び
価
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

七
　
商
品
の
預
託
又
は
施
設
利
用
権
の
管
理
に
関
し
供
与
す
る
財
産
上
の
利
益
の
内
容
並
び
に
当
該
供
与
の
時
期
及
び
方
法

八
　
特
定
商
品
又
は
施
設
利
用
権
の
買
取
価
格
又
は
そ
の
算
定
方
法

九
　
預
託
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
料
率
又
は
額
並
び
に
そ
の
徴
収
の
時
期
及
び
方
法

十
　
契
約
の
解
除
の
方
法
及
び
効
果

十
一
　
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

十
二
　
商
品
を
預
託
者
に
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
預
託
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
返
還
す
る
こ
と
又
は
当
該
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
金
銭
そ
の
他
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
物
品
を
預
託
者
に
給
付
す
る
こ
と
を
含

む
。
）
を
担
保
す
る
た
め
の
銀
行
と
の
間
の
契
約
の
締
結
の
有
無
及
び
締
結
し
て
い
る
契
約
の
内
容

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
定
め
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

十
四
　
預
託
等
取
引
契
約
に
つ
い
て
預
託
者
が
問
い
合
わ
せ
、
相
談
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
関
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号

２
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
預
託
等
取
引
業
務
の
開
始
時
期

二
　
様
式
第
一
に
よ
り
作
成
し
た
業
務
の
概
況

三
　
様
式
第
二
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

四
　
様
式
第
三
に
よ
り
作
成
し
た
損
益
計
算
書

五
　
様
式
第
四
に
よ
り
作
成
し
た
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

六
　
様
式
第
五
に
よ
り
作
成
し
た
個
別
注
記
表

七
　
様
式
第
六
に
よ
り
作
成
し
た
附
属
明
細
書

八
　
様
式
第
七
に
よ
り
作
成
し
た
月
次
保
有
状
況
表

３
　
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
る
こ
と
。

二
　
書
面
に
は
当
該
書
面
の
内
容
を
十
分
読
む
べ
き
旨
を
赤
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
を
用
い
赤
字
で
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
い
、
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
に
係
る
書
面
の
交
付
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
預
託
等
取
引
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
預
託
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
契
約
年
月
日

四
　
商
品
の
保
管
場
所
又
は
施
設
利
用
権
に
係
る
施
設
の
所
在
地

五
　
商
品
を
返
還
し
、
若
し
く
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
金
銭
そ
の
他
物
品
を
給
付
す
る
方
法

六
　
商
品
を
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
給
付
す
る
金
銭
の
額
又
は
そ
の
算
定
方
法
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七
　
商
品
を
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
給
付
す
る
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
物
品
の
種
類
、
数
量
及
び
価
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
定
め
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

九
　
法
第
六
条
に
基
づ
く
書
類
の
閲
覧
が
可
能
な
場
所
及
び
閲
覧
の
方
法

十
　
預
託
等
取
引
契
約
に
つ
い
て
預
託
者
が
問
い
合
わ
せ
、
相
談
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
関
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号

２
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面
に
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項

内
容

一
　
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
（
法
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
法
第
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

イ
　
法
第
三
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
た
と
き
を
除
き
、
預
託
者
か
ら
書
面
に
よ
り
契
約
の
解
除
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

ロ
　
イ
の
契
約
の
解
除
が
あ
つ
た
と
き
は
、
預
託
等
取
引
業
者
は
、
当
該
契
約
の
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
又
は
違
約
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と

ハ
　
イ
の
契
約
の
解
除
は
、
当
該
契
約
の
解
除
を
行
う
旨
の
書
面
を
発
し
た
時
に
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と

ニ
　
イ
の
契
約
の
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
商
品
の
返
還
に
要
す
る
費
用
又
は
施
設
利
用
権
を
預
託
者
に
取
得
さ
せ
る
た
め
に
要
す
る

費
用
は
、
預
託
等
取
引
業
者
の
負
担
と
す
る
こ
と

ホ
　
法
第
三
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
預
託
者
は
将
来
に
向
か
つ
て
契
約
の
解

除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

ヘ
　
ホ
の
契
約
の
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
預
託
等
取
引
業
者
は
、
当
該
契
約
が
締
結
さ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
特
定
商
品
又
は
施
設
利
用

権
の
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
額
の
金
銭
の
支
払
を
預
託
者
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

二
　
商
品
を
預
託
者
に
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
預
託
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と

（
当
該
返
還
す
る
こ
と
又
は
当
該
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
て
金
銭
そ
の
他
こ
れ
ら
に
代
替

す
る
物
品
を
預
託
者
に
給
付
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
の
有
無
及
び

当
該
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
内
容

商
品
を
預
託
者
に
返
還
す
る
こ
と
又
は
施
設
利
用
権
を
預
託
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
返
還
す
る
こ
と
又
は
当
該
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
代

え
て
金
銭
そ
の
他
こ
れ
ら
に
代
替
す
る
物
品
を
預
託
者
に
給
付
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
担
保
す
る
た
め
の
銀
行
と
の
間
の
契
約
の
締
結
の
有

無
及
び
締
結
し
て
い
る
契
約
の
内
容

３
　
法
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
る
こ
と
。

二
　
書
面
に
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
赤
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
赤
字
で
記
載
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
書
面
の
内
容
を
十
分
読
む
べ
き
こ
と
。

ロ
　
前
項
の
表
第
一
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容

ハ
　
預
託
者
は
、
預
託
等
取
引
業
者
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
当
該
預
託
等
取
引
業
者
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
書
類
の
閲
覧
）

第
五
条
　
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
備
え
置
き
、
閲
覧
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
書
類
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
期
間
内
に
作
成
し
、
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
業
所
に
遅
滞
な
く
備
え
置
く
こ
と
。

イ
　
事
業
年
度
ご
と
に
様
式
第
八
に
よ
り
作
成
し
た
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
書
類
　
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内

ロ
　
一
月
ご
と
に
様
式
第
九
に
よ
り
作
成
し
た
月
次
保
有
状
況
表
　
作
成
の
対
象
と
な
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で

二
　
備
え
置
い
た
書
類
は
、
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
事
業
所
の
営
業
時
間
中
、
預
託
者
の
求
め
に
応
じ
、
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
い
、
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
備
置
き
）

第
五
条
の
二
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
預
託
等
取
引
業
者
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
が
、
様
式
第
八
及
び
様
式
第
九
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も
つ
て
同
条
に
規
定
す
る

当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
備
置
き
を
す
る
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
三
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
２
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
３
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
４
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
５
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
６
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
７
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
８
（
第
５
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
９
（
第
５
条
関
係
）

（
略
）
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